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 新年あけましておめでとうございます 
人権の旗を高く掲げ「日本高齢者人権宣言」を地域に広げながら 

  75 歳以上医療費 2 割化を撤回させる闘いを! 

日本高齢期運動連絡会 事務局長 武市和彦 
 

 コロナ感染拡大の中、昨年は高齢者大会も

延期になりました。地域での宣伝活動などに

制限がかかり大変な状況の中でもご奮闘い

ただきましてありがとうございました。今年

9 月開催の日本高齢者大会長野大会は感染状

況を見ながらですが、開催形態の変更も検討

し、延期せず開催できるようにいたします。 

 こんな中、昨年 12月 15日の臨時閣議で菅

内閣は、75歳以上の医療費窓口負担について、

年収 200万円以上(単身の場合)の人約 370万

人を現行の 1割負担から 2割負担に引き上げ

る方針を決定しました。1 月招集の通常国会

に法案を提出し、2022年度後半からの引き上

げ実施を行うとしています。 

 日本高齢期運動連絡会は、中央社会保障推

進協議会、全日本年金者組合、全国保険医団

体連合会等と共に、闘いの中心を担い取り組

みを進めてきました。 

 この間残念ながら、マスコミはこの問題に

ついて「現役世代の負担軽減」、国の財政問

題を負担増の理由とした政府の論調をその

まま報道する姿勢が目立ち、あたかもこの問
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題がすでに決定したような報道が目立ちま

した。 

 しかし、この問題は対象となる高齢者の方

の負担が増えるだけでなく、すべての世代に

関わる将来の国の社会保障制度の問題でも

あります。 

 日本高齢期運動連絡会は昨年 5月の総会で

「日本高齢者人権宣言(第一次草案)」を決定

しました。今後 2年間かけて成案にするため、

全国で学習・議論をすすめています。わたし

たちは、日本高齢者人権宣言の議論を進める

中で、75歳以上医療費窓口 2割化撤回を求め

る闘いを、高齢者の人権、その中でも最高位

の基本的人権を高く掲げながら運動をすす

めることを呼びかけています。 

 私達は今、75歳以上の方を対象にした、実

態アンケートに取り組んでいます。添付の QR

コードを読み取っていただきアンケートへ

のご協力もお願いいたします。 

 なりよりも今年必ず実施される総選挙で

野党連合政権の政策の中に 75 歳 2 割負担反

対を位置づけて選挙を闘い、勝利のためにが

んばろうではありませんか。そして、「全世

代型社会保障」を撤回させようではありませ

んか。

75歳以上の医療費負担 2割化反対！ 

年末厚生労働省前座り込み行動（12/2～4）にのべ 92人参加 

日本高齢期運動連絡会 

日本高齢期運動連絡会は、12月2～4日に、

厚生労働省（人事院）前で、「75歳以上の医

療費負担 2割化反対、軍事費削って人に優し

い 2021 予算を」要求する年末座り込み行動

を行いました。この行動には東京高齢期運動

連絡会や中央団体等を中心に3日間でのべ92

人が参加しました。 

全世代型社会保障推進会議が 75 歳以上の

医療費窓口負担 2 割化について 12 月初旬に

も最終報告を出す、またその収入基準をどう

するかについて議論が行われているという

緊迫した事態の中で行われた座り込み行動

です。また、コロナ禍ということで、時間も

9時から 17時と短縮し、手の消毒も行いなが

ら、体調に留意した座り込みとなりました。

座り込み行動に参加できない県のために、12

月 3日昼には web集会も行い、全国に呼びか

けました。 

 12 月 2 日の 12 時よりオープニング集会が

行われ、松平晃さんによる開会のトランペッ

ト演奏が行われ素晴らしい音色を官庁街に

響かせ、来賓の議員さん、各団体からの決意

表明がありました。東京高齢期運動連絡会作

成の 2割化反対のチラシを配布しつつ、同署

名を取り組みました。その他「いのちと健康

を守る」署名、都立病院の独立行政法人化反

対署名も取り組みました。第一日目は途中か

ら雨が降り出し、3 時過ぎには本降りとなっ

たので座り込みは中断としました。 

 2日目の 12月 3日、雨は上がりましたが前

日に引き続き寒い日となりました。12 時 30

分から 13 時まで全国とつなぐ web 集会を行

い、8 県 1 中央団体が参加しました。天気が

良くなってからは、チラシの受け取りも良く

なり、署名の後に飛び入りで座り込みに参加

する方もいました。 

3 日目の 12 月 4 日は待望の太陽が顔を出

し、暖かくなりました。近隣で働く公務員労

働者からの激励が相次ぎました。11時からは

閉会集会を行い、菅谷代表委員からあいさつ

がありました。3 日間の募金箱のカンパは

9310 円、連帯激励募金は 10 団体 1 個人で

95000 円でした。ありがとうございました。

なお、座り込みの器材組み立てには今年も葛

飾高齢者懇談会の皆さんのご協力をいただ

きました。 

ご参加いいただいた中央団体は、全労連、

年金者組合中央本部・同東京都本部、全日本

民医連、東京民医連、建交労中央本部 建交

労東京高齢者部会、保団連、日本医労連、中

央社保協、全生連、東京社保協、都退協、東

京自治労連。日本共産党国会議員団からは小

アンケートはこちらからも回答いただけます。 

＊URLは ↓   

https://forms.gle/YD3KH7GuX5Y9SCha7 

＊QRコードは⇒ 
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池書記局長をはじめ 9人が参加、それぞれ激

励の挨拶がありました。（立憲民主党、社民

党、国民民主党の厚生労働委員の議員さんに

も呼びかけました。）どうもありがとうござ

いました。 

 座り込み行動終了後の 4日の午後 1時半か

らは、2 割化反対の学習決起集会を衆議院議

員会館会議室で行い、保団連住江憲勇会長の

学習講演があり、武市事務局長より今後の行

動提起がありました。 

 なお、12月 4日は全世代型社会保障推進会

議の開催日で、2 割化を決定する予定でした

が、私たちのたたかいや多くの高齢者の反対

の声で、開催、決定が先延ばしになりました。

その後、自公の党首の密談で 2割化の収入基

準を合意し、全世代型社会保障推進会議でも

これを案として決定しました。たたかいはこ

れからです。改悪法案の出る来年の通常国会

で大きな国民的運動をおこし、2 割化そのも

のをやめさせましょう。

 

75歳以上の医療費窓口 2割化中止を求める請願署名 

  12/2国会要請行動 ６０,０３６筆提出 合計 535,803筆 

日本高齢期運動連絡会 
 

 12 月 2 日午前、75 歳以上の医療費窓口負

担 2割化中止・撤回を求めて国会請願行動が

行われ、武市事務局長が参加し署名提出しま

した。 

行動は中央社保協、全日本民医連、日本高

齢期運動連絡会、全日本年金者組合 4団体が

主催して行われました。集会には日本共産党

の倉林参議院議員、伊藤岳参議院議員が参加、

挨拶されました。武市事務局長が日本高連を

代表して報告を行い反対の理由を以下のよ

うに報告しました 

  

現役世代、財政負担増加分は F35戦闘機 46機

購入額に匹敵 

 まず第一は、予算の使い方です。防衛省の

2021年度予算の軍事費概算要求は、過去最大

の約 5兆 5千億円。軍事費（当初予算ベース）

は 2012 年 12 月の第 2 次安倍内閣発足以降、

20年度まで 8年連続で増加し、6年連続で過

去最大を更新。という事態が進行しています。

来年度概算要求では、F35 ステルス戦闘機の

導入と、F35 を搭載するための「いずも」型

護衛艦の改修、スタンドオフ・ミサイル（長

距離巡航ミサイル）や電子戦機の導入経費が

含まれています。ことし 9月、米国務省が９

日、日本へのＦ35戦闘機計 105機売却を承認

したと発表しました。F35 は 1 機 116 億円、

33 機購入を控えるだけで、3828 億円の削減

となります。これは保険給付削減額 3740 億

円に相当します。さらに、現役世代の負担の

財政負担増加分 1430億円。戦闘機 13機分に

相当します。合計 46機。購入を 40%削減した

ら達成できるのです。国の財政の使い方の問

題です。 

 必ず起こる受診抑制 

 第二には、厚生労働省は緩和措置で単純に

2 倍とはならないといっていますがこれは 2

年間の限定措置となっています。しかし、外

来窓口での負担は限度額に達しなければ 2倍

になります。また一度立替しなければなりま

せん。多くの高齢者は複数の医療機関を受診

しています。窓口負担が 2倍になり、その上

保険料負担も必要になります。この状況がつ

づけば医療機関の受診を控える高齢者が増

加し受診抑制が起こります。必要な時に必要

な医療が受けられなくなります。 

緊急アンケート実施し高齢者の生活実態を

告発 

 今日から 3日間厚生労働省前で高齢者にや

さしい 2021 年度予算実現を求めて座込み行

動を行います。また、今後緊急アンケートを

実施し高齢者の生活実態も告発する活動を

続けます。現在署名は 47 万筆が集まってい

ます。 

引き続き 75 歳以上の医療費窓口負担 2 割化

をストップさせる取り組みを強めます
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12.18日本高齢者人権宣言(一次草案)懇談会開催 5団体が参加 

日本高齢期運動連絡会 
 

12 月 18 日、衆議院第一議員会館において

日本高齢者宣言懇談会を日本高齢期運動連

絡会団体への参加案内を行いました。 

コロナ感染拡大と年末の取り組みだったこ

ともあり、5団体からの参加でした。 

 菅谷代表委員の挨拶のあと、武市事務局長

が基調提案、なぜ高齢者人権宣言を提案した

のかを報告。その後井上英夫日本高齢期運動

サポートセンター理事長より学習講演「日本

高齢者人権宣言について」が行われました。

ブックレットを使用して現在の情勢の中で

人権の旗を高く掲げる意義、日本高齢者人権

宣言のポイントについて話されました。その

後参加団体の方から、感想、意見が寄せられ

ました。 

 以下発言の要旨を紹介いたします。 

70 年代の闘いも紹介して 

 高齢者人権宣言では 1980 年代以降の社会

保障制度の歴史的経緯についてまとめられ

ているが、1970年代大きな闘いを進めてきた。

憲法、社会保障制度の改悪を押し留めてきた

が、80年をピークにして国の社会保障制度が

変化してきた。70年代の経緯についても記載

しておく必要があるのでは。(保団連住江会

長) 

日本高齢者人権宣言を位置づけ 

 社保協は人権と社会保障を守ることを掲

げ、社会保障は国の責任でという立場で闘っ

てきた。今地域から社会保障の闘いをすすめ

てゆくため、地域社保協をつくることを闘い

の重要課題として取り組んでいます。25条共

闘の会議で、全世代型社会保障政策に対して、

障害をお持ちの方からこれほど人権を無視

した制度はないと怒りの声が出されていた。

もう一つ、学習パンフづくりも進めています。

それらとの関係で、日本高齢者人権宣言を社

保協の中でも位置づけていきたい。(中央社

保協  山口事務局長) 

日本高齢者人権宣言の語り部になり広げる 

 婦民は 75周年を迎える。毎月憲法学習会を

開催、今日の夜で 100回目。憲法の語り部と

なろうということで続けてきた。わたしは今

「日本高齢者人権宣言」の語り部になろうと

決意しています。学習会の中で日本高齢者人

権宣言に照らし合わせて自分たちの周りで

起きていることを話し合った。その中で自己

決定権が侵害されていると思われる事例も

出されました。自分は日本高齢者人権宣言の

学習を進める中で自分の考え方が変わった

と感じています。女性ならではの観点で今後

も取り組んでいきたい。(婦人民主クラブ石

黒さん) 

自立と独立を区別して 

 ブックレット P19 基本原則の 5 つのうち

独立のところで、自立と独立をしっかりと区

別することが大切だと思います。独立は自分

が自分であることにつながってゆく、ケアは

尊厳の原則を保障するためのサポートする

ことに使われる。医療福祉生協連では加盟法

人に日本高齢者人権宣言の DVDとフックレッ

ト、パンフを送り学習を呼びかけています。

(医療福祉生協連 馬場乗務理事) 

基本的人権が大切 井上先生発言 

 高齢者人権宣言は主語が高齢者になって

いますが、この部分を子供、障害のある方、

病気の方、認知症の方と主語を置き換えて見

てください。多くの部分は共有できます。共

通の部分が多い。他の人と連帯して人権の旗

を掲げられる、固有のニーズをプラスしてゆ

けばすべての部分で使用できます。大切なの

は人間として共通である基本的人権が大切

であるということです。1970年代を入れるこ
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とができなかったのは分量の制限があった

からです。その時代を経験した方から今の若

い世代に日本の社会保障の歴史を知らせる

ことが大切ではないでしょうか。 

 最後に武市事務局長からまとめの発言が

あり、75歳以上の医療費 2割負担の制度が高

齢者を差別する制度です。それぞれの地域で

起きている様々な事例を出し合い学習をす

すめることが大切です。日本高連ニュース 1

月号に現在出されている意見を掲載します

ので是非ご覧くださいと呼びかけられまし

た。 

 

「日本高齢者人権宣言(第一次草案)」への意見をいただきました 
 

＊「高齢者に保障されるのは人権」の中に、「平

和的幸福追求権」 

高齢者にとって、平和は不可欠のものであり、

高齢者は平和のもとで幸福になる権利がある。 

以上をお加えいただければ幸いに存じます。 

 

＊コロナ禍の中、社会保障制度がなくなろうと

する中、このような高齢者人権宣言が出される

ことに、大いなる意義を認めます。 

 そのうえで 

6 ページ 3【自律的で独立した 生活をおくる 

権利】の上から 5行目 

独立した生活を営む――を 独立した尊厳

ある生活を営む 

6 ページ 6【残虐かつ非人道的な取り扱いを

されない権利］の下から 2 行目 

扱い、品位を傷つける――を 扱い、人格品

位を傷つける 

7 ページ 7【自由に考え、信仰する権利】の上

から 2 行目 

自由があります。宗教団体—－ 自由がありま

す。その権利は何人も侵されるものではありま

せん。宗教団体 

7 ベージ 10 【十分な生活水準への権利、社会

保障の権利】 の下から 2 行目 

合理的な理由なく、社会保障の水準を引き下

げることは許されません。一一 理不尽な、社会

保障の水準引き下げは許されません。 

9 ページ 17【住居の権利、健康的な環境につ

いての権利］ 

本文中の住居も含めて住居を「すまい」にして

みては 

 

＊まず、一様に、「格調高く、全面的に高齢者

の問題を取り上げ、『宣言』としてふさわしい。

難しいが、高齢者にとっての『憲法』にふさわ

しい重みのある内容で、話あえば理解し合い、

納得できるものだ」と、評価し、賛同する意見

や感想が相次いでいます。 

また、話し合いの中で、「漢字が多く、高齢者

には読めないし、表現も難解では」との声もあ

りました。一方、「日本や世界に発信する『人

権宣言』なので、普通の高齢者の願いや要求な

どとは違うので、切り詰めた表現を選んでいる」

など話し合いになっています。 

私の個人的な感想ですが、  

①前文のアナン元国連事務局長のところは、ア

ナン氏の個人的な発言ではなく、この認識が世

界中に共通しているという意味にするため、

「アフリカでは～消えると言います。  世界中

のどの地域～かけがいのない宝である」とアナ

ン元国連事務局長が 2002 年マドリッドで開催

された第 2 回高齢化世界会議で強調しました、

との方が良いかなと思います。 

②前文の 4 ページの 3 行目の「少子・両齢化

を口実に、公助蕊基本とし、～」とありますが、

ここは自助・共助を」ではないか、と思います

が。 

③5 ページの基本原理の５つの原理は、尊厳 

孤立 参加 ケア 自己実現のように枠取り

をするなど強調してはいかがでしょうか。 

④高齢者に保障される人権についての項では 

まず、高齢者も人問としての尊厳が守られると

主張し、1 には【いのちと尊厳が守られる権利】

を置いて、2 に【年齢による差別の禁止】にし

てはとうかと考えています。 

 

＊高齢者人権宣言（以下、「宣言」）の基本原

理として位置付けている「尊厳の原理」、ある

いは「ケアの原理」について語る際に主体とし

ての家族、地域社会、国家等の役割を鮮明にす

る必要がある。宣言の作成についてこれを補強

する立場から以下の論点を指摘したい。当然の

ごとく基本的人権の高齢者分野における具体

的な権利確認の作業が根底にあるのだから「国

家の義務」が前提されているが、高齢者個人と

国家との関係について具体的に記述する必要

がある。 

「宣言」での「ケアの原理」について 

宣言では「医療や介護のケアは高齢者が尊厳

や独立を保持するためにも不可欠なもの」との

べて「尊厳や独立を保持できる水準や質のケア

でなければならない」といって基本原理の根底

にケアがあるといっている。ここでいうケアと
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はなにか。 

従来、家族をその領域とし私的な営みとして

なされてきたケアが公的なものとして浮かび

上がり、権利として主張されることになったの

は比較的新しい。これは家族のなかの「シャド

ーワーク＝家事」か、特権階級の「私役」であ

ったケアが、家族以外の領域でも確認可能とな

るように、対人サービスとして商品化され、提

供主体としてのサービス労働者の存在が前提

となっているということである。 

したがって近代以降で介護を含むケアサー

ビスの存在は、ブルジュア単婚家族における高

齢者の不在という現実に直面して、宣言のパン

フレットでもいうように、家族から排除された

「場」としての「姥捨て山」における存在とし

て認知されていたのである。 

ケアが消極的な意味で理解されており、この

ことを通じた介護サービス労働の社会的地位

も低くされている。また、家族の領域が、本来、

生を謳歌し全うする領域であるはずであるに

もかかわらず、それが生産のための基礎単位と

なったことから高齢者の家族内での位置づけ

も低くなっている。 

ケアは、「家族（庭）の場における高齢者と

家族」の関係性として理解するか、それとも介

護市場を通じた介護サービスの流通（関係性）

というサービスの需給関係として理解するか

が問題となっている。またこの両者も併存、依

存、対立など具体的な関係も十分に分析されて

いない。 

コロナ禍のなかで個人の生活と地域社会が

危機に瀕しているとき、菅政権は「自助・共助・

公助、そして絆」といって国家の責任を放棄し

て自己責任としての生活維持をもとめるよう

なスローガンを示している。国民の意識を自己

責任論へ誘導しようとしているときに、家族を

含めたケアのありかを改めて示す必要がある。

人権保障は国家の役割といっていただけでは

運動的にも劣勢となる。 

「家族の再建」について 

とりわけ高齢者にとって家族や地域社機な

ど親密圏における自己の存在意義を確認する

ことは、切実な要求となる。尊厳の原理でいう

「尊ばれる」とは家族（共同体）の中における

高齢者の位置づけ、地域社会でのそれと密接に

関連してくる。家族が生産年齢人口の再生産の

ための組織としてしか意味をなさないように

なっていれば、高齢者が当然に排除されるので

あり、このことが批判の対象とならなければな

らない。最小の共同体である家族へ、排他的な

役割を強制することに抵抗して、その放棄を迫

っていく必要がある。あらゆる家族形態の保護、

再建こそ国家の果たすべき役割として求めて

いくべきである。（グループホーム、多世代住

宅、同性婚等） 

 宣言では「現在、個人、家族の自助、相互扶

助だけではどうにもならない深刻な状態」とい

って劣化する家族の再建や家族の多様性の構

築についての展望を明確にしていない。どうに

もならないから「公助」に求めるのではなく、

家族と共同体の再建を目指すべきである。 

社会から無視されない、生存と生活の必要性

から排除されない。このことが高齢者に保障さ

れなければならない。従来のケアの論理がケア

サービスの提供者と受容者とに二分して相互

関係に着目しない以上、高齢者は常にケアの需

要者であり排除の対象となる。すべての人間は

相互依存のなかで生活しており、共同体と家族

の依存関係から逃れられない。むしろ高齢者が

「尊ばれる」存在として「自覚」するような家

族の存在こそ必要である。 

 

＊２３の各項目ごとに、日本の制度の現状（最

低保障年金が無い、国保の掛金が高い等）、日

本の新自由主義が進めている方向、外国の進ん

でいる制度を整理した表があると、身近なこと

として議論がしやすい。 

 

＊とても格調の高い草案になっていると思い

ます。それは、参考文献・資料が多岐にわたっ

ているためだと感じました。 

 

＊年金者組合の支部で高齢者人権宣言案を紹

介したところ、これは誤字ではないか 

との指摘がありました。4ページの 9行目に「公

助を基本とし」は「自助を基本とし」 

の誤植ではないかというものです。教えてくだ

さい。 

なお、この宣言文案そのものの持つ意義は大き

いと感じるものです。 

           

＊「高齢者の人権保障がすべての人々の人権

保障の水準を引き上げる」とあるが、その論

証を示してほしい。 

なぜ「高齢者の人権宣言」なのか？すべての

年齢層の人権水準を引き上げなければならな

い時に高齢者を強調するのかの説明が欲し

い。その関連で若い世代、中年世代、子ども

世代の意見を聞いたらどうか？低賃金で働か

れている若者層にも共感される内容にしない

とならないと思う。 

 

＊憲法をより豊かに発展させている内容がと

ても深いもので、研究者の方々がかかわっ

て、わかりやすいものでした。特に高齢者の

人権を２３項目にわたって具体的に明記して

いることが印象に残りました。 
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＊・この問題に限り各府県で若干名によるプ

ロジェクトチィームを作り、討議し学習会を

組織する部門を特別に作ることはいかがでし

よう、現在の各事務局の中で行ってもいいの

ですが、がたくさんあり専門的にやらないと

深まらないのではないかと思います。 

・チームの中に日本弁護士会の法律家が一人

でも参加いただくこと、関係する学者の方に

入っていただくこと。これを中央からでもい

いし、各府県からでもいいから要請する。 

・年金者組合、民医連、生健会などの高齢期

運動の中心となる組織の幹部の代表が重要

な課題とする意思統一が必要ではないか。 

・チームが出来たら、サポートセンターと地

城のチームが絶えず連絡を取り、交流し、

疑問や意見を交流する場を作る(これはネ

ットでいい)こと。 

・2022年秋までにどれだけ運動が進んだか交

流する。(ネットでいい)地城ごとあるいは

団体ごとの学習会を持つ。助言などは自ら

学習して行う。 

・この運動の経過を後世にわかるように、宣

言だけでなくこの期の運動の簡単な報告を

人権宜言の後に付け加えて残す。 

 

＊本宣言は内容も豊富で年金者組合はもとよ

り諸団体の方々にも是非知っていただきたい

です。会場からの発言で、早く宣言を発すべ

きではないかとの意見もありましたが、時間

をかけて十分な学習と討議が必要と感じてい

ます。 

 

＊貧困による社会的孤立・孤独死・高齢者の

ひきこもり・困窮化の実態が書かれていない

のでバージョンアップした文章だが、危機感

が伝わってこない。「発展途上国の高齢者の

人権侵害」もだが「一人暮らしの生活困難者

の増加が予想されます」どころか、先の夏の

東京の、家の中での熱中症死 120人？、クー

ラーなく亡くなった人・・40人？ 

 

11.18近畿ブロック 高齢者人権宣言学習会開く 

                    

 11 月 18 日(水)午後 2 時より、大阪国労会

館にて人権宣言学習会を日本高連武市事務

局長を迎えて開きました。 

 コロナ禍拡大が心配されるときだけに参

加が心配でしたが 2府 3県から 26名が参加、

広い会場を用意しました。 

 近畿ブロックでの学習会は初めてのこと

です。通常は２カ月に１回代表者会議を開い

ています。 

 今回は早くから計画して感染対策ルール

を守って準備してきました。 

 前日に不参加県が出ました。大阪への移動

は少し心配だということでした。 

 広域で集まることがいかに困難かという

ことでした。しかし、参加者からは学習会を

これからどのように進めていったらよいの

かといった質問、「人権」を自らの権利とし

てどう訴えていくか、今度の宣言を通じて人

権についてよく理解できた等の意見がださ

れました。 

 感想・意見は２通出されました。今後ブロ

ック会議で各県で出された意見を交流して

いきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 75歳以上医療費 2割化反対署名の取り組み方針 

● 現在の署名用紙は 2021年 1月末まで行います。 

● 1月末までに署名を日本高連事務局提出下さい 

● 全国で感染対策しながら様々な宣伝行動に取り組んで下さい 

● 2021年 2月からは新しい署名用紙となります。(1月 15日の日本高連代表者 

     会議で確認し、全国連絡いたします。) 
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「2021.2.1高齢者中央集会」延期のお知らせ 

 
●今年の「2.1高齢者中央集会」は、新型コロナウイルスの『緊急事態宣言』発令

のため、開催を延期します。 

 

・開催日時等につきましては今後検討し、決まり次第お知らせします。 

・各県（団体）で集約した署名は日本高齢期運動連絡会までお送りください。 

 

12/2-4厚労省前年末座り込み行動     12/21新宿アルタ前（東京高連・日本高連） 

     
      

 

12/21新宿アルタ前宣伝行動 

     
 

25条共闘＝12/25お茶の水駅前宣伝行動 

     

【宣伝行動のようす】 


